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第 2 ターム試験期間終了後の課外活動の制限等について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症の感染対策については、政府や埼玉県による制限

措置が継続されており、本学においても課外活動について対応しているところ

ですが、第 2ターム試験期間終了後の課外活動については、感染予防対策を講

じながら、以下のとおり一定程度緩和し、実施できることとします。 

引き続き、埼玉大学学生行動指針に従い「感染しない。させない。」ことを

第一に考え活動するとともに、今一度、基本に立ち返って感染防止対策を徹底

するようお願いします。 

なお、代表者は構成員全員に必ず本通知を周知徹底し、感染防止に努めるよ

うお願いします。 

 

 

○ 学内外における活動について 

・学内外で課外活動を実施した際には、感染時の対応のため、必ず、当日に

活動した構成員を記録する「活動報告書」等を提出してください。 

・合宿については、令和４年８月６日（土）から９月２５日（日）の間のみ

許可します。「遠征・合宿届」に行程表、参加者名簿及び新型コロナウイル

ス感染予防対策に関する誓約書を添付のうえ、実施予定の１週間前までに学

生支援課に提出してください。 

遠征・合宿届：https://park.saitama-u.ac.jp/~student_support/kagai/tetsuduki/ 

・今までと同様に引き続き、主催団体が感染防止対策に責任をもって開催す

る各種大会や公式戦に参加のため、遠方での開催等により宿泊を要する場合

は許可しますので、上記と同様の手続きを行ってください。  

・全学講義棟の講義室の貸出を令和４年８月８日(月)以降、再開します。 

手続きについては、学生生活支援室 HP で確認してください。 

 学生生活支援室 HP：https://park.saitama-u.ac.jp/~student_support/kagai/ 



・今までと同様に引き続き、課外活動団体の活動において、構成員に新型コ

ロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合は、原則、一週間活動を停止

とします。 

 

 

○ 学内における学外者の活動（練習試合等）について 

 学内における学外者の活動は、監督・コーチ、ＯＢ及び２団体以下の他大

学の学生を原則とします。ただし、令和４年８月６日（土）から９月２５日

（日）の間については、学外者の活動に制限を設けません。 

なお、学外者を学内にて活動させる場合（練習試合等）には、令和３年３

月２５日付け「埼玉大学構内における学外者の課外活動への参加について

（通知）」の手続きを必ず行ってください。 

 

 

○ 感染状況に変化があった場合について 

今後、新型コロナウイルス感染状況に変化があった場合には、政府や都道

府県の動向を踏まえ本学の対応も変更することもありますのでご了承くだ

さい。  

 

以上 



（参考）








